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賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果（令和５年）を公表します 

～369 事業場に対し、合計約 1 億 3,000 万円の賃金不払を指導～ 

 

山形労働局（局長 小林学）は、令和５年（令和５年１月から令和５年 12 月まで）に賃

金不払が疑われる事業場に対して県内の労働基準監督署が実施した監督指導を取りまとめ

ましたので、監督指導での是正事例とともに公表します。 

 

【監督指導結果のポイント】 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山形労働局では、引き続き、賃金不払事案の解消に向け、監督指導等を徹底していきます。

また、倒産、事業主の行方不明により解決が困難な事案については、「賃金の支払の確保等

に関する法律」（昭和 51 年法律第 34 号）に基づく未払賃金立替払制度を迅速かつ適正に運

用してまいります。 

令和６年 12月 13日（金） 

【照会先】 
山形労働局労働基準部監督課 

監 督 課 長  嘉副 崇夫 
主任地方労働基準監察監督官   阿久津 拓也 
監  督  係  濱本 晴花 

 
電 話  023-624-8222 

「ヤッピー」は山形労働局のイメージキャラクターです。 

１ 令和５年に県内の労働基準監督署で取り扱った賃金不払事案の件数、対象労働者数及び金

額は以下のとおりです。 

   (1)件    数         369件（前年比 12件減） 

   (2)対象労働者数        2,786人（同  352人増） 

   (3)金    額     １億 2,768万円（同 3,011万円増） 

 

２ 県内の労働基準監督署が取り扱った賃金不払事案（上記１）のうち、令和５年中に、労働

基準監督署の指導により使用者が賃金を支払い、解決されたものの状況は以下のとおりです。 

   (1)件    数         367件（99.5％） 

   (2)対象労働者数        2,781人（99.8％） 

   (3)金    額     １億 2,725万円（99.7％） 

 

    ※１ 令和５年中に解決せず、事案が翌年に繰り越しになったものも含まれます。 

    ※２ 倒産、事業主の行方不明により賃金が支払われなかったものも含まれます。 

    ※３ 不払賃金額の一部のみを支払ったものも含まれます。 

 


